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各課からのお知らせ各課からのお知らせ

防災交通課 ［防災係］  ☎⑦１２８２

防災行政無線戸別受信機の貸与について
　森町にお住まいのみなさんを対象に災害情報や行政情報等をいち早くお伝えするため、戸別受信
機を貸与しております。
初めての設置・・・無償で貸与します
２台目以降、事業所での設置・・・有償（補助あり）

本体価格88,000円 → 補助金44,000円あり
設置を希望される方は、防災交通課へお申し込みください（設置工事は月2回程度）。

z保健福祉子育て課 ［介護保険係］  ☎⑦１０８５　支所町民福祉課 ［福祉保険係］  ☎⑧３１１１

要介護認定に基づいた障害者控除対象者認定について

　町では、次の対象要件のすべてに該当する方を「障がい者に準ずる方」として、所得税・住民税
の確定申告の際に「障害者（特別障害者）控除対象者」となる、「障害者控除対象者認定書」の交
付を行うことができます。
　なお、認定書の交付には、必ず申請が必要となりますので、交付が必要な場合は申請窓口までお
越しください。
※要介護度及び要介護認定に係る調査結果における日常生活自立度（認知度・寝たきり度）により
　「障害者控除対象」または、「特別障害者控除対象」となります。

対象要件

・満６５歳以上の方
・森町で要介護認定を受けている方（要支援は除く）

認定書を交付できる介護度のめやす

※「要介護３」の方は、認知症日常生活自立度・障害日常生活自立度の重さによって、「障害者控除」
　または「特別障害者控除」どちらかの対象となります。
※申告対象年の１２月３１日の状況で判定します。

申請・問い合わせ窓口

役場保健福祉子育て課介護保険係☎⑦１０８５　／　支所町民福祉課福祉保険係☎⑧３１１１

※本人または扶養親族の確定申告の際に、「障害者控除対象者認定書」を提出しなければ控除対象
　とみなされませんので、ご注意ください。
※「障害者控除対象者認定書」は、所得税・住民税の申告にのみご利用できます。障害者手帳等の
　代わりになるものではありませんのでご注意ください。
　

認
定
区
分

障 害 者 控 除 要介護１、要介護２、要介護３の方

特別障害者控除 要介護３、要介護４、要介護５の方
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URL : https://www.shinkin.co.jp/oshima/

本店営業部 電話：（０１３７４）2-2025
　　　本部 電話：（０１３７４）2-2024
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z建設課 ［管理係］  ☎⑦１２８５

除排雪作業にご理解とご協力を！

❶ 出動基準の目安は
10cm以上の降雪です ❷ 路上駐車はしないでください

　ふきだまり・わだち等で交通に支障が出
ている場合は、10cm以下でも出動するこ
とがあります。

　除雪作業車や緊急車両の活動を妨げるほ
か、交通事故の原因にもなり危険です。

❸ 敷地内の雪を道路に
出さないでください ❹ 玄関先や間口の

除雪にご協力ください
　法律で禁止されている行為です。
　道路上に雪や物が置かれていると作業に
支障を来します。
　場合により、警察に通報することもある
ため、ご注意ください。

　広い地域を短時間で一斉に除雪するため、
除雪車通過後に残ってしまった雪について
は、お手数ですが各家庭での除雪をお願いし
ます。

❺ 除雪車に不用意に
近づかないでください ❻ 作業中の除雪車を

止めないでください

　大変危険な行為です。
　特に、小さなお子さんのいるご家庭では、
十分に注意してください。

　細かな要望に応えると作業が遅れ、ほかの
方に負担がかかります。
　また、除雪車の前に飛び出して止めようと
することは、危険ですので絶対におやめくだ
さい。

❼ 深夜帯の除雪作業への
ご理解をお願いします ❽ 境界杭などに目印の

設置をお願いします
　降雪の状況によりますが、事故防止のた
め、深夜から早朝にかけて除雪を行ってお
ります。ご理解のほどよろしくお願いしま
す。

　道路沿いの工作物には、除雪作業により誤
って破損してしまわないよう、スノーポール
等の目印を立てるなど明示をお願いします。

　町では皆さんの生活道路の安全確保のため、除雪車による町道等の除排雪作業を行っています。
　以下の点について、一人ひとりのご理解とご協力をお願いします。

◆町民の方々へのお願い◆
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建設課 ［公営住宅係］  ☎⑦１２８５

町営住宅入居者を募集します
　町では、次のとおり町営住宅入居者を募集します。

　募集期間／令和８年１月６日（火） ～令和７年１月１６日（金）
　

　入居条件　／政令月収が158,000円以下ほか
　両団地とも月収以外にも各種条件があります。詳しくは役場１階ロビーや役場建設課窓口、支所へ
募集期間中のみパンフレットを設置しますのでご覧ください。
　家 賃　／同じ階・同じ間取でも、各世帯の収入や世帯構成等に応じて家賃額は変動しますので
ご留意ください。また、記載の額に加えて共益費2,000円（みどりヶ丘団地15号棟は2,500円）、駐車場
を利用される場合は1区画につき1,000円、度杭崎団地のみ水道施設使用料を別で徴収しております。
　そ の 他
１）募集期間中に空室ができた場合、事前告知なく追加募集する場合があります。その際は、広報紙

や町公式ホームページに掲載されている内容と差異が生じることとなりますので、来庁時に担
当者にご確認ください。

２）先着順ではございませんので、募集期間内であればいつでも受付いたします。
３）申込世帯数が募集戸数を超えた場合、募集期間終了後に選考委員会による選考を行います。その

際は選考の判断基準として、申込世帯の構成・住宅の困窮状況等が重要になります。そのため
申込書は漏れなく、かつ可能な限り詳細にご記入ください。

４）町外から申込をされる方は、申込世帯全員分の住民票・所得証明書・納税証明書の提出が必須に
なりますので、あらかじめご承知おきください。その他にも入居時に提出が必要な書類があり
ますが、詳しくはパンフレットをご参照ください。

団地名称 家賃帯
（円）

給湯器
タイプ

エレベーター
有無

事故物件
有無 住居タイプ 件数

1 みどりヶ丘団地 21,800〜
32,500 ガス なし なし 一般タイプ

3F、3LDK 1

２ みどりヶ丘団地 17,800〜
26,500 ガス なし なし 一般タイプ

3F、2LDK 1

3 みどりヶ丘団地 19,100〜
28,500 ガス なし なし 高齢タイプ

1F、２LDK 1

4 みどりヶ丘団地 22,000〜
32,700 ガス なし なし 一般タイプ

2F、3LDK 1

5 みどりヶ丘団地 19,100〜
28,500 ガス なし なし 高齢タイプ

１F、2LDK 1

6 みどりヶ丘団地 21,300〜
31,700 電気 なし なし 高齢タイプ

1F、2LDK １

7 みどりヶ丘団地 24,100〜
35,900 電気 なし なし 一般タイプ

2F、3LDK 1

土・日、祝日の受付は
行っておりません。

北海道、違法開発・違法建築の通報サイトの開設について

　北海道では、さまざまな違反事例を早期に覚知し、一般の方々から情報提供を広く受け付けるため、
違法開発や違法建築に関する通報窓口として『安心まちづくりホットライン』を開設しました。
　違反が疑われる行為について、専用フォームへの入力により、情報をお寄せいただけます。

お問い合わせ　北海道建設部　まちづくり局都市計画課、住宅局建築指導課
　　　　　　　　　　　　　〒 060-8588 札幌市中央区北 3 条西 6 丁目
　　　　　　　　　　　　　☎ 011-231-4111 北海道 HP
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z税務課 ［固定資産税係］  ☎⑦１０８２

償却資産の申告について
　固定資産税は、土地や家屋のほかに償却資産（事業用資産）についても課税の対象となります。　
　償却資産を所有されている方は、毎年１月１日現在に所有している償却資産について、申告しな
ければならないとされています。（地方税法第383条）

償却資産（事業用資産）とは

　会社や個人で事業（工場・商店・農業・漁業など）を営んでいる方が所有し、その事業のために
用いることができる機械・器具・備品等をいいます。
　なお、「事業のために用いることができる」とは、所有者が自らの事業のために用いることがで
きる場合だけでなく、事業として他人に貸付ける場合も含まれます。

申告書について

　現在、償却資産課税台帳に登録されている方には１２月上旬に申告書を送付しています。
　申告書の届かない場合や、新たに事業を始めた場合は必要書類を送付いたしますので、税務課固
定資産税係へご連絡願います。

申告書への法人番号の記載について

　社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の導入に伴い、償却資産申告書にマイナンバー（個
人番号・法人番号）の記載欄が設けられています。法人については１３桁の法人番号を所定の記載欄
に記載いただくようお願いいたします。
※個人の方についてはマイナンバーを記載いただく必要はございません。

申告期限／令和８年２月２日（月）

※申告期限直前になると窓口が混み合いますので、お早めに申告書をご提出ください。

申告書の提出及び問い合わせ先

　郵送による提出も受付けます。郵送の場合で受付印を押した控えの返送を希望される方は、必ず
返信用封筒（切手貼付・宛先記入）を同封してください。同封のない場合には返送いたしませんの
で、ご了承ください。

　砂原支所でも申告書を提出できますが、ご不明な点については問い合わせ先へご確認ください。

各課からのお知らせ

〒０４９－２３９３　森町字御幸町１４４－１　
役場税務課固定資産税係　（本庁舎1階）☎⑦１０８２

インターネット公売のおしらせ
　渡島・檜山地方税滞納整理機構では、市町税の滞納により差し押さえた動産のインターネット公売を
実施します。インターネット公売に参加する方は、参加申込受付期間中にＫＳＩ官公庁オークション内
の当機構ページで参加申込手続きを行い、その後、入札期間内に入札をしてください。

　　　　　　　　：令和 8 年 1 月 8 日（木）13 時～ 1 月 26 日（月）23 時
　　　　　　　　：令和 8 年 2 月 2 日（月）13 時～ 2 月４日（水）23 時
　　　　　　　　：フィギュア、マンガ本、家電製品など

参加申込受付期間
入 札 期 間
公 売 予 定 物 品

お問い合わせ　渡島・檜山地方税滞納整理機構　☎ 0138-47-9599
官公庁オークション
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各課からのお知らせ
z

　スマホの操作に不安がある方や便利に使いたい方向けにスマホ教室を開催します。
　今回の講座内容は、QRコードの読み取り方や活用方法を実際に操作しながらわかりやすく解説し
ます。また、参加者一人ひとりのお困りごとにもお答えしますので、この機会に是非ご参加ください。

　◦日時／１月２２日（木）　午前９時３0分から午前１１時０0分
　　　　　（受付開始／午前９時１５分から）
　◦場所／砂原公民館 第1会議室
　◦対象者／どなたでも参加できます
　◦持ち物／ご自身のスマートフォン
　◦申込期間／１月７日（水）から２１日（水）まで
　◦申込／お電話での申込、又は右記QRコード
　　からお申し込みください。
　　

総務課 ［行革 DX 推進係］  ☎⑦１２８１

スマホ教室の開催について 無 料
参 加 費

定 員６ 名

開催の様子

z住民生活課 ［戸籍係］  ☎⑦１０８４　支所町民福祉課 ［町民係］  ☎⑧３１１１

マイナンバーカードの「交付臨時窓口」開設について
　夜間・休日臨時窓口（予約制）をご利用ください
　　令和８年１月及び令和８年２月の臨時窓口開設日をお知らせいたします。

　　　※予約制（先着順）のため、予約がない日の窓口は開設いたしません。
　　※代理人での受け取りを希望される場合は、事前にご連絡をお願いいたします。

開設日 時間 受付期限

１月１１日（日） 9時00分〜12時00分 １2月２6日（金）

１月２５日（日） 9時00分〜12時00分 １月16日（金）

２月１日（日） 9時00分〜12時00分 １月２３日（金）

２月８日（日） 9時00分〜12時00分 １月３０日（金）

平日夜間 17時15分〜19時00分 希望日の1週間前

広報紙、公式ホームページに
有料広告 掲載しませんか？

年３回（３か月）５％OFF
通常￥30,000 →￥28,500 金額は広報紙２分の１段・

ホームページ（バナー）の金額です。

問役場企画振興課広報広聴係　☎⑦１２８３ 森町 HP



//  MORI　2026.1  MORI　2026.11515

z住民生活課 ［戸籍係］  ☎⑦１０８４　支所町民福祉課 ［町民係］  ☎⑧３１１１

自衛隊への情報提供を望まない方へ（除外申請の受付）
　自衛官等の募集に関する情報提供は、自衛隊法に基づく市町村の業務として行われています。森
町では、防衛大臣からの依頼により、募集に必要な住民基本情報を提供しています。
　自衛隊への情報提供を望まない方は、「除外申出書」を提出することで、提供対象から外すこと
ができます。

対象者

森町に住民登録がある日本人住民のうち、18歳及び22歳に到達する方
・18歳になる方（平成20年（2008年）４月２日から平成21年（2009年）４月１日生まれ）
・22歳になる方（平成16年（2004年）４月２日から平成17年（2005年）４月１日生まれ）

資料提供の内容／氏名、住所、生年月日、性別

除外申請受付期間／令和8年1月14日（水）から令和8年2月27日（金）まで（必着）

申出できる方と必要書類

提示する本人確認書類

　個人番号カード、運転免許証、旅券、健康保険証、学生証等（郵送の場合は本人確認書類の写し
を送付してください。健康保険証の写しを送付する際は、保険者番号および被保険者記号・番号を
マスキング（黒で塗りつぶし）してください。また、マイナンバーカード（個人番号カード）の写
しを送付する際は、おもて面（顔写真のある側）の写しを送付してください。）

除外申出書

　申出書は町公式ホームページに掲載されているほか、役場住民生活課戸籍係
☎⑦１０８４又は支所町民福祉課町民係☎⑧３１１１に設置しております。

各課からのお知らせ

対象者本人 法定代理人 任意代理人（本人または法定
代理人から委任された方）

・除外申出書
・本人確認書類

・左記書類＋代理人　
  の本人確認書類

本人申出または法定代理人申出の
書類＋次の書類を提示・提出
・任意代理人の本人確認書類
・委任状

　
　　町では、町民の皆さんから町政に関す意見等をお聞きし、協働のまちづくりを推進するため、
　役場などに意見箱を設置しています。
　　令和7年１１月５日〜令和7年１２月１日までの期間中、公表要件を満たした投稿はありませんでした。

問役場企画振興課広報広聴係☎⑦１２８３

皆さんの声にお答えします。町 民 の 意 見 箱

設置場所 投稿件数 設置場所 投稿件数
森 町 役 場 ０件 森 町 公 民 館 １件（対応中）
森 町 砂 原 支 所 ０件 森 町 砂 原 公 民 館 ０件

森町 HP
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各課からのお知らせ

住民生活課 ［住民年金係］  ☎⑦１０８４

民生委員児童委員が改選されました
　令和７年12月1日をもって、民生委員児童委員が次のように改選されました。

　　１２月１日付委嘱　民生委員児童委員　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略・任期３年）

　　１１月３０日付退任　民生委員児童委員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

担当地区 氏　名 担当地区 氏　名

森
地
区

赤井川 夏坂　　幸彦 再任 御幸町 岩渕　奈津子 再任
駒ヶ岳 長谷川　尚子 再任 清澄町 髙橋　　　愛 再任
駒ヶ岳 小川　　清和 新任 上台町 成田　　富子 再任

尾白内町（東） 吉田　久美子 再任 上台町 金谷　　忠彦 再任
尾白内町（中） 工藤　　千晴 再任 上台町 千葉　　樹里 新任

尾白内町（西・南） 木田　　和子 再任 上台町 渡邊　　惠子 再任
港町 風間　　　彰 再任 本町（東） 中澤　　克宣 再任
港町 吉田　美加子 再任 本町（西） 猪子　　洋子 再任

東森・栄町 佐藤　　滝夫 再任 鳥崎町 佐々木　恭子 再任
白川 米満　ヒトミ 再任 鳥崎町 名倉　　和希 再任
姫川 二ツ森　一恵 再任 富士見町 種田　　眞也 再任

新川町 小林　　麗子 新任 鷲ノ木町 川越　さつ子 再任
新川町 白石　麻理子 再任 蛯谷町 能代　　孝子 再任
常盤町 安井　　慶子 再任 本茅部町 髙田　　　元 再任
常盤町 藤田　　　希 新任 石倉町（東・中） 谷内　　　靖 再任
森川町 橋本　美枝子 再任 石倉町（西） 平田　　佳幸 再任
森川町 鈴木　香寿美 新任 濁川・三岱 髙瀨　　幸巳 新任
森川町 岩田　　　篤 新任 主任児童委員 岡　　　美穂 再任
森川町 北　　　紀子 再任 主任児童委員 稲見　由紀子 再任

砂
原
地
区

砂原東4・5丁目 甲田　　直嗣 再任 砂原3丁目 横内　ひとみ 再任
砂原東3丁目 松川　　　清 再任 砂原2丁目 関　　利惠子 再任

砂原5・6丁目 上村　　素子 再任 砂原1丁目 西村　　照子 再任
砂原5丁目 福田　　洋一 再任 砂原西4丁目 岩島　　栄子 再任
砂原5丁目 小島　　正則 再任 砂原西4丁目 梶谷　志津子 再任
砂原4丁目 斉藤　　慶二 再任 砂原西3丁目 池田　　仁志 再任
砂原4丁目 清水　　雅信 再任 砂原西1・2丁目 吉田　　京子 再任
砂原3丁目 長内　　清子 再任 主任児童委員 宮川　　純一 新任

担当地区 氏　名 担当地区 氏　名
駒ヶ岳 今野　　和雄 森川町 藤田　　健一
新川町 中村　妃都美 上台町 福澤　　典寛
常盤町 清水　八重子 濁川・三岱 竹田　　弘之
森川町 三浦　サツ子 主任児童委員 対馬　　光弘
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各課からのお知らせ各課からのお知らせ

　冬休みは生活リズムが変わりやすく、トラブルが起こりやすい時期です。地域の見守りが、子ど
もたちの安心につながります。

　児童・生徒の諸行動について、お気づきの点がありましたら事務局又は関係機関へ連絡願います。

関係機関

２４時間相談窓口

子ども相談支援センター・・・0120－3882－56
２４時間子どもＳＯＳダイヤル・0120－0－78310
北海道いのちの電話・・・・・011－231－4343

問森町青少年問題協議会
事務局：森町教育委員会社会教育課☎②２１８６

社会教育課 ［社会教育係］  ☎②２１８６

地域のみなさんで健やかな子どもたちを育てましょう！

教育委員会・・☎②２１８６ 森高等学校・・☎②２０５９ 森小学校・・・☎②２１１３
砂原支所・・・☎⑧３１１１ 森中学校・・・☎②２４０６ 鷲ノ木小学校・☎②２０６９
森警察署・・・☎②０１１０ 砂原中学校・・☎⑧２０１２ さわら小学校・☎⑧４１２３

地域の「見守り」が力になります

　年末年始は遊び方やお金の使い方も変
わりやすく、気の緩みから非行やトラブ
ルにつながる場合もあります。地域のあ
たたかな目は、子どもたちにとって大き
な安心となり、抑止力にもつながります。

冬休み期間

・小中学校　１２月２５日（木） ～１月１２日（月・祝）　
・森高校　　　　１２月２５日（木） ～１月１４日（水）

今日からできる見守り

・あいさつや軽い声かけ 
・気になる行動を見た時のひと声 
・困っている様子を見かけた場合の支援 

森町消防署　☎②２１２５
砂原支署　☎⑧２１５６

ご不明な点等ございましたら消防署までお問い合わせください

消防署からのお知らせ／  停電後が危ない！～通電火災を知っておこう。

森町災害情報案内サービス　「０１３７４－３－２１１９」　※通話料がかかります
火災が発生した時の災害情報はこちらから！

　大地震が発生したあとの火災は、通電火災によるものが発生原因の第１位です。
※通電火災とは、停電が復旧した際に壊れた電気機器やコードに電気が流れ、発火しておこる火災　
　のことです。

揺れの強い地震を感知して
自動的にブレーカーを落と
してくれるので避難に集中
できます！！

森町 HP

・通電火災を防ぐには・・・
避難をする際は分電盤のブレーカー
を落としてから避難しましょう。
感震ブレーカーを設置すると
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各課からのお知らせ

契約管理課 ［契約管理係］  ☎⑦１０８８　
　令和８・９年度競争入札参加資格審査申請

【物品等】の定期受付について
　令和８・９年度に森町（公営企業含む）が発注する【物品等】（物品、役務等）の契約に係る競
争入札参加資格審査申請の受付を実施します。

　【物品等】の受付は、自治体・申請者双方の事務負担の軽減や利便性の向上を図るため、一般財
団法人北海道建設技術センターによる北海道市町村入札参加資格共同審査に参加し、インターネッ
トによる受付を開始します。
　また、【建設工事】・【設計等】はインターネットによる受付を令和６年度に実施しましたので、
今年度の定期受付はございません。

資格の種類

【物品等】／物品・役務等
　※道路清掃及び造林等（植栽・保育・地拵等）は【物品等】で受付を行います。

受付期間及び申請方法

令和８・９年度競争入札参加資格審査申請【物品等】

受付期間

定期受付
　令和７年１２月１０日（水）　９：００から
　令和８年　１月３０日（金）１７：３０

随時受付 　令和８年　３月１６日（月）から

申請方法 　下記 URL による電子申請（原則）

申請先
　一般財団法人　北海道建設技術センター
　「市町村入札参加資格共同審査システム（JEXAS）」
　ポータルサイト URL　https://www.hoctec.info/kyoshin/

※申請の手引き、システム操作マニュアル、各種様式のひな形データは『北海道市町村入札参加資
　格共同審査ポータルサイト』にて公開します。

お問い合わせ　　契約管理課契約管理係　☎⑦１０８８
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